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遠別町立遠別小学校 いじめ防止基本方針 

                                                 

Ⅰ いじめの定義 

  北海道いじめ防止等に関する条例に定められているいじめの定義の解釈上重要なこととして，

以下のことがあげられる。 

 ①いじめかどうかの判断に当たっては，いじめられた児童の立場に立ち，その気持ちを重視する

こと 

 ②本人が否定することも踏まえて，その言葉だけを表面的，形式的に判断するのではなく，その

児童の態度や周辺の状況を踏まえて判断すること 

 ③インターネットなどで本人が気づかない誹謗中傷など，本人が苦痛を感じていない場合にあっ

ても，その行為をいじめと同様に対処すること 

 ④好意から行った行為が，相手児童に結果として苦痛を感じていない場合にあっても，悪意がな

かったことを踏まえて対応すること 

 ⑤けんかやふざけあいであっても，見えないところで被害が発生している場合があるため，背景

にある事情の調査を行い，児童の感じる被害性に着目し，いじめに該当するか否かを判断する

こと 

  

Ⅱ いじめの未然防止するため次のことに取り組むこととする。 

  １ 年間を通して，全学年で繰り返し行う取組 

 （１）いじめ防止についての共通理解 

「いじめは人間として絶対に許されない」という意識を学校全体に徹底していく。 

 （２）いじめに向かわない態度・能力の育成 

 学校の教育活動全体を通じた道徳教育・人権教育の充実などにより，子どもの社会性を

育む。  

  （３）いじめが生まれる背景と指導上の注意 

 いじめの背景にはストレスがあることから，一人一人を大切にしたわかりやすい授業づ

くりを進める。 

   （４）自己有用感や自己肯定感の醸成 

 一人一人が活躍し，他者の役に立っていると感じ取ることができる機会を設定する。 

   

２ 年間計画を策定し，計画的に実施する取組 

  （１）子ども自らがいじめの問題を主体的に考え，いじめ防止を考える取組 

    ８ 月 みんなをほめよう週間    １０月 いじめ根絶全校集会   

２ 月  遠別町子どもいじめ会議 

※全校朝会…いじめに関する校長講話 

 

  （２）いじめを防止するための取組とその評価 

   

 

３月 年間計画の策定 ４月 組織会議 ５月 校内研修会  ９月 取組評価 

１０月 計画の改善    １１月  組織会議 １２月校内研修会  ２月 取組評価 
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Ⅲ いじめの早期発見・早期対応のため次のことに取り組むこととする。 

１ いじめの早期発見に努める。 

 （１）全校児童対象のいじめアンケート調査を行う。 年２回（６月・１１月） 

 （２）学校評価において保護者アンケートを行う。  年１回（１０月） 

（３）学級担任が児童からの聞き取り調査を行う。  年２回（６月・１１月） 

  ２ いじめの早期対応に努める。 

    （１）いじめと疑われる行為や訴えがあった場合は迅速かつ真摯に対応する。 

    （２）いじめの発見や通報を受けた場合，「いじめ防止対策のための組織」へ直ちに情報を伝

え，当該組織を中心に速やかに対応する。 

    （３）必要に応じて警察などの関係機関と連携し，対応する。 

    （４）いじめられた子どもや保護者への支援を丁寧に行う。 

    （５）いじめた子どもへの指導，その保護者への助言に努める。 

   

 ３ ネット上のいじめへの対応 

  （１）情報モラル教育や保護者への啓発 

   ○日常的に問われるモラルを養うことと同様に，ネット上でも他人を尊重し，温かい心で接

することができるよう，児童への情報モラル教育を推進する。 

   ○インターネットや携帯電話を使用する際のルールやモラルについて教職員も研修を深め

る。 

   ○ネットいじめの予防を図るため，家庭での使用上のルール作りを推進する。 

  （２）いじめに対する対応の見直し 

   ○定期的なネットパトロールを位置づけ，トラブルやいじめを未然に防止する。 

 

Ⅳ いじめの重大事態を想定し，それに対応できるよう備える。 

 

重大事態とは 

ア）「生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」（子どもが自殺を企画した場合等） 

イ）「相当の期間，欠席を余儀なくされている疑い」（一定期間連続して欠席した場合等） 

※ 「子どもや保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあった時」 

 

  １ 重大事態の調査組織を設置する。 

  ２ 調査組織で，事実関係を明確にするための調査を実施する。 

  ３ いじめを受けた子ども及びその保護者に対して情報を適切に提供する。 

  ４ 調査結果を学校の設置者に報告する。 

  ５ 調査結果を踏まえた必要な措置をとる。 

 

Ⅴ 生徒指導体制や教育相談体制を確立する。 

  １ いじめの問題は，「いじめ防止対策のための組織」が組織的に対応する。 

  ２ いじめ問題等に関する指導記録を保存し，進学や進級，転校時に引き継ぎできる 

      ようにする。 

  ３ 子ども及びその保護者が，「いつでも，だれにでも」相談できる体制を整備する。  

  ４ 保健室や相談室の利用，電話相談窓口につて広く周知する。 
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Ⅵ 教職員の資質能力の向上を図るために次の校内研修を実施する。 

  １ いじめの問題に関するチェックリストや事例をもとにした研修（７月）      

 ２ 教育相談に関する研修 （月）             

  ３ 保護者懇談に関する研修（１０月） 

 

Ⅶ 地域や保護者との連携を図る。 

   １ 学校，ＰＴＡ，地域の関係団体代表者による児童生徒健全育成連絡協議会の中で必要に応じ

ていじめ問題を取り扱う。 

   ２ 各学期末参観日の全体懇談及びＰＴＡの役員会において情報提供を行う。 

   ３ 子どもの悩み相談を受け止める相談窓口を明確にして，子どもたちに知らせる。 

 

 

 

いじめ防止対策のための組織 

 ○ 組織は，校長，教頭，教務，生徒指導，養護教諭，該当担任，他関係職員で組織する 

○ 学校いじめ防止基本方針の策定や見直し 

○ 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の点検と検証，計画の見直し 

○ いじめの通報・相談の窓口 

○ いじめの疑いに関する情報や子どもの問題行動などに係る情報の収集と記録，共有 

○ 緊急会議を開催し，①いじめの情報の迅速な共有 ②指導や支援の体制，対応方針の決定 

  ③役割分担 ④関係のある子どもへの事実関係の聴取 ⑤保護者との連携 等を行っていく 

 

＜連 絡 図＞  
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＜フロー図＞ 
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